
 

【　適用基準　】
（支援法施行令）

茨城県（１市）

取手市
と り で し

第1条第1号 6月2日 （ 6月21日 ）

和歌山県（３市町）

海南市
か い な ん し

第1条第1号 6月2日 （ 6月21日 ）

紀美野町
き み の ち ょ う

第1条第6号 6月2日 （ 6月21日 ）

九度山町
く ど や ま ち ょ う

第1条第6号 6月2日 （ 6月21日 ）

【適用団体】　２県４市町

令和５年梅雨前線による大雨及び台風第２号による災害に係る
被災者生活再建支援法の適用団体一覧

（令和５年６月21日（水）16時00分現在）

【　該当区域　】 【　発生日（決定日）　】


	一覧

